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❷ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

◉
保
険
料
額
を
通
知

　

令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

保
険
料
率
や
軽
減
制
度
に
つ
い
て
は
、
６
月
広
報

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

災
害
で
大
き
な
損
害
を
受
け
た
と
き
や
所
得
の
著

し
い
減
少
が
あ
っ
た
と
き
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
が
減
免
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
伴
い
主

た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
と
き
、
ま
た
は
給
与
収
入
・
事
業
収
入
・
不

動
産
収
入
・
山
林
収
入
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
一
定

程
度
減
少
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◉
新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付

被
保
険
者
証
と
有
効
期
限
：
被
保
険
者
証
の
更
新
時

期
は
毎
年
８
月
１
日
で
す
。
７
月
中
旬
に
簡
易
書
留

郵
便
で
新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
す
。
今
回

送
付
す
る
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
「
令
和
４
年

９
月
30
日
ま
で
」
で
す
。
令
和
４
年
10
月
１
日
以
降

の
被
保
険
者
証
は
９
月
中
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。

医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
割
合
：
令
和
４
年
10
月
１

日
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
一
部
負
担
金
の

割
合
が
見
直
さ
れ
、
現
行
の
「
１
割
」
「
３
割
」
に
、

新
た
に
「
２
割
」
が
追
加
さ
れ
ま
す
。
同
一
世
帯
に

住
民
税
課
税
所
得
額
28
万
円
以
上
１
４
５
万
円
未

満
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
が
い
る
方
で
、

年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
が

３
２
０
万
円
（
単
身
世
帯
の
場
合
は
２
０
０
万
円
）

以
上
に
該
当
す
る
場
合
は
２
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

８
月
以
降
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
同
一
世
帯

内
の
被
保
険
者
の
令
和
３
年
中
（
令
和
３
年
１
月
１

日
～
12
月
31
日
）
の
所
得
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
令
和

４
年
度
の
住
民
税
課
税
所
得
額
と
、
令
和
３
年
中
（
令

和
３
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）
の
収
入
額
を
も
と

に
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
状
況
の
異
動

や
所
得
の
更
正
に
よ
り
、
随
時
変
更
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
被
保
険
者
証
に
同
封
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
と
限
度
額

適
用
認
定
証
：
各
認
定
証
を
医
療
機
関
等
の
窓
口
で

被
保
険
者
証
と
と
も
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医

療
機
関
等
ご
と
に
１
カ
月
間
の
窓
口
で
の
支
払
い

が
、
外
来
・
入
院
と
も
区
分
に
応
じ
た
限
度
額
ま
で

と
な
り
ま
す
。
各
認
定
証
の
更
新
時
期
は
毎
年
８
月

１
日
で
す
。
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
で
８
月
以
降

も
引
き
続
き
対
象
と
な
る
方
に
は
、
７
月
中
旬
に
新

し
い
認
定
証
を
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま

す
。
各
認
定
証
は
有
効
期
限
が
「
令
和
５
年
７
月
31

日
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
４
年
８
月
に
更
新
と

な
る
被
保
険
者
証
と
は
有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
破
棄
さ
れ
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先
：
国
保
医
療
課
☎
㊷
８
７
９
６

兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
☎
０
７
８
・
３
２
６
・
２
０
２
１

❶ 

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
税
（
保
険
税
）

◉
納
税
通
知
書
の
送
付

　

令
和
４
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通

知
書
は
、
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主
に
７
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

本
年
度
の
税
率
と
最
高
限
度
額
の
基
準
は
、

６
月
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
と
お
り
変
更

さ
れ
ま
し
た
が
、
軽
減
措
置
の
基
準
に
つ
い
て

は
昨
年
度
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

◉
保
険
税
の
納
期

　

普
通
徴
収
（
納
付
書
、
口
座
振
替
で
納
め
ら

れ
る
方
）
の
納
期
は
９
回
で
す
。

※
保
険
税
の
納
付
は
安
心
で
便
利
な
口
座
振
替

を
お
勧
め
し
ま
す
。
振
替
口
座
は
、
市
内
に
支

店
の
あ
る
銀
行
等
の
口
座
が
利
用
可
能
で
す
。

①
国
保
医
療
課
、
税
務
課
ま
た
は
収
納
課
窓
口

に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
（
但
馬
銀
行
は
除
く
）

を
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
②
金
融
機
関
窓
口
に

通
帳
使
用
印
を
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
で
、
振

替
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

※
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
納
付
）
の

場
合
は
、
偶
数
月
に
支
給
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
ま
す
。

◉
保
険
税
の
減
免

　

所
得
の
著
し
い
減
少
が
あ
っ
た
と
き
、
疾
病

等
の
た
め
納
税
が
著
し
く
困
難
な
と
き
、
災
害

で
家
屋
に
大
き
な
損
害
を
受
け
た
と
き
な
ど
に

は
、
申
請
に
よ
り
保
険
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
臨
時
特
例
措
置
】

　

主
た
る
生
計
維
持
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
な
ど
の
場
合
、
申

請
に
よ
り
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

減
免
の
対
象
と
な
る
世
帯
は
次
の
と
お
り
で

す
。 

①
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
た
、
ま
た
は

重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯 

②
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等
（
事
業
、

不
動
産
、
山
林
ま
た
は
給
与
収
入
）
の
減
少
が

見
込
ま
れ
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
世
帯 　

・
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等
の
い
ず

れ
か
の
減
少
額
が
、
前
年
の
そ
の
収
入
の
３
割

以
上
で
あ
る
こ
と 

・
主
た
る
生
計
維
持
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と 

・
主
た
る
生
計
維
持
者
の
減
少
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以
外
の
前

年
の
所
得
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と 　

※
減
免
の
対
象
と
な
る
国
民
健
康
保
険
税
は
、

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限
が
設

定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
ま

た
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新

　

８
月
１
日
に
被
保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

（
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
）
。

　

７
月
15
日
以
降
か
ら
７
月
末
頃
ま
で
の
間

に
、
被
保
険
者
証
を
世
帯
ご
と
に
郵
送
し
ま
す
。

◉
被
保
険
者
証
の
色
と
配
達
方
法

　

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
（
若
竹
色
）
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
８
月
１
日
か
ら

の
新
し
い
被
保
険
者
証
（
藤
色
）
は
、
特
定
記

録
郵
便
で
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、
７
月
末
頃
ま

で
に
被
保
険
者
証
が
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合

は
、
国
保
医
療
課
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◉
70

歳
以
上
75

歳
未
満
の
方
の
被
保
険
者
証

　

こ
れ
ま
で
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者

様
に
は
、
保
険
証
と
併
せ
て
「
負
担
割
合
（
一

部
負
担
金
の
割
合
）
」
を
記
載
し
た
「
高
齢
受

給
者
証
」
を
交
付
し
て
い
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
８
月
の
保
険
証
一
斉
更
新
時
か

ら
、
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
を
一
体
化
し
「
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
証
に
「
負
担
割
合
（
一
部
負
担
金
の
割

合
）
」
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、

医
療
機
関
へ
「
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」

の
み
提
示
く
だ
さ
い
。

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
申
請

◉
限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
提
示
に
よ
り
、
入
院

時
の
医
療
機
関
へ
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
有
効
期
限
は
７
月
31
日

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
利
用
さ
れ

る
方
や
、
新
た
に
希
望
さ
れ
る
方
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
（
※
所
得
の
区
分
に
よ
っ
て
は
証

が
交
付
さ
れ
な
い
ご
世
帯
も
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
）

申
請
時
期
：
７
月
４
日
（
月
）
以
降
随
時

申
請
場
所
：
国
保
医
療
課
国
民
健
康
保
険
係

必
要
な
も
の
：
被
保
険
者
証

保
険
税
に
関
す
る
問
合
先
：
税
務
課
☎
㊷
８
７
１
２

被
保
険
者
証
に
関
す
る
問
合
先
：
国
保
医
療
課
☎
㊷
８
７
２
１

国民健康保険財政の健全化のためにご協力を！

・ 病気の早期発見 ･ 予防のため、年に一回、特

定健診やがん検診を受けましょう

・ かかりつけ医に相談の上、ジェネリック医薬

品の利用をご検討ください

・ 医療機関や薬局に行く際はお薬手帳をお忘れ

なく

・診療時間内受診にご協力ください

1 期 8/1

2 期 8/31

3 期 9/30

4 期 10/31

5 期 11/30

6 期 12/26

7 期 1/31

8 期 2/28

9 期 3/31

❸ 

介
護
保
険

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、

基
準
額
を
も
と
に
世
帯
の
課
税
状
況
や

所
得
等
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
基

準
額
は
３
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、
今
年

度
の
基
準
額
は
昨
年
度
と
同
じ
で
す
。

保
険
料
基
準
額

　

６
３
０
０
円
（
月
額
）
×
12

カ
月
＝

　

７
万
５
６
０
０
円
（
年
間
）

　

実
際
に
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
保
険

料
額
は
、
所
得
等
に
応
じ
て
第
１
段

階
（
基
準
額
×
０
・
３
）
か
ら
第
11
段

階
（
基
準
額
×
２
・
０
）
ま
で
の
11
段

階
に
分
け
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
（
第
１
、

２
、
３
段
階
の
介
護
保
険
料
は
、
令
和

元
年
10
月
か
ら
の
消
費
税
引
き
上
げ
に

伴
い
、
保
険
料
軽
減
強
化
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
）
。

　

７
月
中
旬
に
令
和
４
年
度
介
護
保
険

料
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
今
年
度
よ
り
納
付
書
の
支
払

い
方
法
に
、
一
部
の
ア
プ
リ
決
済
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
納
付
書
裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先
： 

長
寿
介
護
課
☎
㊷
８
７
８
８

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減

少した等の理由により次の要件を満たす場合は、申

請により第一号被保険者の介護保険料が免除または

減額されます。

① 新型コロナウイルス感染症により、その属する世

帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷

病を負った第一号被保険者

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属

する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産

収入、山林収入、または給与収入（以下「事業収

入等」という。）の減少が見込まれ、次のいずれ

にも該当する第一号被保険者

・ 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠

償等により補填されるべき金額を控除した額）が

前年の当該事業収入等の額の 10 分の 3 以上であ

ること。

・ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得

以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下である

こと。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減少したこと等による介護保険料の減免

令和４年度 各種  保険のお知らせ


